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   大口町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について 

 

 大口町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  平成２５年３月４日提出 

 

大 口 町 長  森     進   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第３７号）が施行され、道

路法（昭和２７年法律第１８０号）の一部が改正されたことに伴い、この条例を制

定するため必要があるからである。 
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   大口町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４５条第３項の規定

に基づき、町が管理する町道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置

される補助標識（これらの道路標識の柱の部分を除く。）の寸法を定めるものと

する。 

 （用語の定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路標識、区画線及び道路

標示に関する命令（昭和３５年総理府・建設省令第３号。以下「令」という。）

において使用する用語の例による。 

 （案内標識の寸法） 

第３条 案内標識の標示板の寸法は、次の各号に掲げる案内標識の区分に応じ、当

該各号に定める寸法とする。 

 (1) 令別表第２に標示板の寸法が図示された案内標識については、当該図示され

た寸法とする。 

 (2) 前号に掲げる案内標識以外の案内標識については、町長が定める寸法とする。 

２ 前項第１号に掲げる案内標識で次の各号に掲げるものの標示板の寸法は、同項

の規定にかかわらず、当該各号に定める寸法とすることができる。 

 (1) 次に掲げる案内標識については、それぞれ次に定める寸法とする。 

  ア 地名又は道路の通称名を表示する案内標識については、当該地名又は道路

の通称名の文字の字数の多少により前項第１号の規定による寸法を拡大し、

又は縮小した寸法とする。 

  イ 案内標識の標示板に文字又は記号を付加して表示する場合における当該案

内標識については、当該文字又は記号の表示に必要な範囲内で前項第１号の

規定による寸法を拡大した寸法とする。 

 (2) 案内標識については、次に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める寸

法とする。 
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  ア 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合は、前項第１号の規定に

よる寸法を２倍までの倍率で拡大した寸法とする。 

  イ 自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場

合は、前項第 1 号の規定による寸法を２分の１までの倍率で縮小した寸法と

する。 

３ 案内標識の標示板に表示する文字（数字を含む。以下同じ。）の寸法は、次の

各号に掲げる案内標識の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。 

 (1) 令別表第２に文字の寸法が図示された案内標識については、当該図示された

寸法とする。ただし、前項第２号の規定により当該案内標識の標示板の寸法を

拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該図示された寸法を当該拡大又は縮

小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法とする。 

 (2) 前号に掲げる案内標識以外の案内標識については、次に掲げる案内標識の区

分に応じ、それぞれ次に定める寸法とする。 

  ア イに掲げる案内標識以外の案内標識については、次の表の上欄に掲げる道

路の設計速度に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる寸法とする。ただし、ロ

ーマ字にあっては当該寸法の２分の１の寸法、数字にあっては町長が定める

寸法とする。 

設計速度 

（単位 一時間につきキロメートル） 

文字の寸法 

（単位 センチメートル） 

４０、５０又は６０ ２０ 

３０以下 １０ 

  イ 歩行者用の案内標識その他町長が定める案内標識については、町長が定め

る寸法 

４ 前項第２号アに掲げる案内標識の標示板に表示する文字の寸法は、同項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める寸法とす

ることができる。 

 (1) 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合は、前項第２号アの規定に

よる寸法を３倍までの倍率で拡大した寸法とする。 
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 (2) 前項第２号アの規定による文字の寸法に応じた寸法の標示板の設置により自

動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合、その他特別の必要がある場合に

ついては、同号アの規定による寸法を２分の１までの倍率で縮小した寸法とす

る。ただし、当該寸法が１０センチメートル未満となる場合にあっては、１０

センチメートルとする。 

５ 案内標識の標示板に表示する記号の寸法は、次の各号に掲げる記号の区分に応

じ、当該各号に定める寸法とする。 

 (1) 令別表第２に寸法が図示された記号については、当該図示された寸法とする。

ただし、第２項第２号の規定により当該記号を表示する案内標識の標示板の寸

法を拡大し、又は縮小する場合にあっては、当該図示された寸法を当該拡大又

は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法とする。 

 (2) 前号に掲げる記号以外の記号については、町長が定める寸法とする。 

６ 案内標識の標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法は、町長が定める寸法と

する。 

 （警戒標識の寸法） 

第４条 警戒標識の標示板の寸法は、令別表第２に図示された寸法とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる警戒標識の標示板の寸法は、当該

各号に定める寸法とすることができる。 

 (1) 警戒標識については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める寸

法とする。 

  ア 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合は、前項の規定による寸

法を２倍までの倍率で拡大した寸法とする。 

  イ 自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場

合については、前項の規定による寸法を２分の１までの倍率で縮小した寸法

とする。 

３ 警戒標識の標示板に表示する文字の寸法は、町長が定める寸法とする。 

４ 警戒標識の標示板に表示する記号の寸法は、次の各号に掲げる記号の区分に応

じ、当該各号に定める寸法とする。 
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 (1) 令別表第２に寸法が図示された記号については、当該図示された寸法とする。

ただし、第２項の規定により当該記号を表示する警戒標識の標示板の寸法を拡

大し、又は縮小する場合にあっては、当該図示された寸法を当該拡大又は縮小

の倍率で拡大し、又は縮小した寸法とする。 

 (2) 前号に掲げる記号以外の記号については、町長が定める寸法とする。 

５ 警戒標識の標示板の縁及び縁線の太さの寸法は、町長が定める寸法とする。 

 （補助標識の寸法） 

第５条 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の標示板（以下「補助標識板」

という。）の寸法は、令別表第２に図示された寸法とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助標識板の寸法は、当該各号に定める

寸法とすることができる。 

 (1) 第３条第１項第２号に掲げる案内標識に附置される補助標識の標示板につい

ては、町長が定める寸法とする。 

 (2) 第３条第２項又は前条第２項の規定により補助標識板が附置される案内標識

又は警戒標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合における当該補助標

識板については、前項の規定による寸法を当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、

又は縮小した寸法とする。 

３ 補助標識板に表示する文字及び記号の寸法は、町長が定める寸法とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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制 定 要 旨 

 

１ 条例の趣旨 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（平成２３年法律第３７号）の施行により、道路法（昭和２７年

法律第１８０号）の一部が改正されたことに伴い、大口町道に設ける道路標識の

寸法については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和３５年総理

府・建設省令第３号。以下「道路標識令」という。）を参酌して条例で定めるこ

ととします。 

 

２ 道路標識令の体系 

府省令の条項 独自基準を設ける条項 

第１章（道路標識 第１条－４条） 

第２章（区画線 第５条－７条） 

第３章（道路標示 第８条－１０条） 

第１章（第３条）道路標識の様式 

 

 

３ 町条例で定める独自基準（愛知県条例に合わせる）の項目 

  道路標識令第３条（条例で寸法を定める道路標識）及び警戒標識の縮小 

  ・本町では車両の通行に支障となる場合、道路標識令では縮小することが規定

されていない警戒標識の寸法（４５ｃｍ×４５ｃｍ）を、規制標識等の規定

に合わせ、規定値（４５ｃｍ×４５ｃｍ）の２分の１（２２．５ｃｍ×２２．

５ｃｍ）まで縮小することができるものとします。 

  ・その他の規定については、道路標識令と同一の規定とします。 

 

４ 施行期日 

  平成２５年４月１日から施行します。 


